
昭
和
三
十
三
年
法
務
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号

水
洗
炭
業
者
保
証
金
規
則

水
洗
炭
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二

十
五
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
お
よ
び
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
き
、
な
ら
び
に
同
法
の
保
証
金
に

関
す
る
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
水
洗
炭
業
者
保
証
金
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

第
一
条
　
削
除

（
保
証
金
の
供
託
期
限
）

第
二
条
　
水
洗
炭
業
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、

十
四
日
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
水
洗
炭
業
者
が
通
知
書
の
送
付

を
受
け
た
日
か
ら
十
四
日
と
す
る
。

（
供
託
の
届
出
）

第
三
条
　
水
洗
炭
業
者
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
ま
た
は

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
供
託
書
正
本
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
申
立
の
手
続
）

第
四
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
の
実
行
の
申
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申

立
書
二
通
に
、
賠
償
義
務
者
が
事
業
の
廃
止
も
し
く
は
休
止
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
賠
償
の
義
務
を
履
行
す
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
ゆ
く
え
が
知
れ
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
書
面
を
添

え
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
　
削
除

（
債
権
申
出
の
手
続
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
出
書

二
通
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
利
の
調
査
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
権
利
の
調
査
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
配
当
の
実
施
）

第
十
五
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
配
当
の
実
施
の
た
め
、
供
託
規
則
（
昭
和

三
十
四
年
法
務
省
令
第
二
号
）
第
二
十
七
号
書
式
に
準
じ
て
作
成
し
た
支
払
委
託
書
を
供
託
所
に
送
付
す
る
と
と

も
に
、
配
当
を
受
け
る
べ
き
者
に
供
託
規
則
第
二
十
九
号
書
式
に
準
じ
て
作
成
し
た
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
手
続
を
し
た
と
き
は
支
払
委
託
書
の
写
を
賠
償
義
務
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
六
条
　
配
当
を
受
け
る
べ
き
者
が
供
託
金
の
払
渡
の
請
求
を
す
る
に
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
通
知
書
三
通
を
供

託
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
　
供
託
所
は
、
供
託
金
を
払
い
渡
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
通
知
書
の
う
ち
二
通
を
都
道
府
県
知
事

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
通
知
書
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
一
通
に
様
式
第
三
の
奥
書
の
式
に
よ
る

記
載
を
し
、
こ
れ
を
賠
償
義
務
者
た
る
水
洗
炭
業
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
ゞ
し
、
当
該
賠
償
義
務

者
の
登
録
が
ま
つ
消
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
保
証
金
の
取
り
も
ど
し
）

第
十
九
条
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
の
取
り
も
ど
し
の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所

二
　
登
録
年
月
日
お
よ
び
登
録
番
号

三
　
取
り
も
ど
そ
う
と
す
る
保
証
金
の
額

四
　
供
託
年
月
日
お
よ
び
供
託
番
号

五
　
取
り
も
ど
そ
う
と
す
る
理
由

第
二
十
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
申
請
を
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
、
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
水
洗
炭
業
者
の
登
録
の
ま
つ
消
が
あ
つ
た
と
き
。

イ
　
登
録
さ
れ
て
い
た
水
洗
炭
業
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
事
業
を
行
う
場
所

ロ
　
登
録
の
年
月
日
お
よ
び
登
録
ま
つ
消
の
年
月
日

ハ
　
供
託
さ
れ
て
い
る
保
証
金
の
額

ニ
　
法
第
二
十
二
条
の
権
利
を
有
す
る
者
は
、
一
定
期
間
内
に
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
出
書
二
通
を
提
出
す
べ

き
旨

ホ
　
ニ
の
申
出
書
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
当
該
保
証
金
が
取
り
も
ど
さ
れ
る
旨

二
　
水
洗
炭
業
者
が
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
の
う
ち
の
一
部
の
場
所
を
廃
止
し
た
と
き
。

イ
　
水
洗
炭
業
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
廃
止
し
た
場
所

ロ
　
登
録
の
年
月
日
お
よ
び
一
部
の
事
業
を
行
う
場
所
の
廃
止
に
係
る
事
項
を
登
録
し
た
年
月
日

ハ
　
廃
止
し
た
場
所
に
係
る
供
託
さ
れ
て
い
る
保
証
金
の
額

ニ
　
法
第
二
十
二
条
の
権
利
を
有
す
る
者
は
、
一
定
期
間
内
に
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
出
書
二
通
を
提
出
す
べ

き
旨

ホ
　
ニ
の
申
出
書
の
提
出
が
な
い
時
は
、
当
該
保
証
金
が
取
り
も
ど
さ
れ
る
旨

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
申
請
を
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
ニ
ま
た
は
同
項
第
二
号
ニ
の
期
間
内
に
同
項
第
一
号
ニ
ま

た
は
同
項
第
二
号
ニ
の
申
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
申
出
書
の
各
一
通
を
第
十
九
条
の
申
請
を
し
た
者

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
ニ
ま
た
は
同
項
第
二
号
ニ
の
期
間
内
に
同
項
第
一
号
ニ
ま
た
は
同
項

第
二
号
ニ
の
申
出
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
供
託
書
正
本
お
よ
び
取
り
も
ど
し
を
承
認
す
る
旨
の
証
明

書
を
第
十
九
条
の
申
請
を
し
た
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
第
一
項
第
一
号
ニ
ま
た
は
同
項
第
二
号

ニ
の
申
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
出
に
係
る
法
第
二
十
二
条
の
権
利
が
存
在
し
な
い
こ

と
、
ま
た
は
消
滅
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
第
十
九
条
の
申
請
を
し
た
者
が
提
出
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

第
二
十
二
条
　
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
の
取
戻
し
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
供
託
規
則
第
二
十
二
条

に
規
定
す
る
供
託
物
払
渡
請
求
書
に
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
証
明
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
供
託
所

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
例
等
に
係
る
規
定
の
適
用
除
外
）

第
二
十
三
条
　
第
十
三
条
の
規
定
は
、
都
道
府
県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
法
務
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
二
六
日
法
務
省
・
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
法
務
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
水
洗
炭
業
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
の
実
行
の

申
立
て
に
係
る
同
条
第
三
項
の
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
一
〇
日
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

1



こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
九
日
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１

様式第1（昭34法省通産令1・全改、令2法省経産令1・一部改正） 申立書 年月日 都道府県知事殿 申立人の住所 氏名または名称 水洗炭業に関する法律第23条第1項の規定により下記のとおり権利の実行の申立をいたします。 記 1申立に係る水洗炭業者の事業を行う場所 2賠償義務者の登録番号および氏名または名称 3損害の事実ならびにその発生の場所および時期 4要求しようとする賠償額およびその内訳 5その他参考となる事項  

様
式
第
２

様式第2（昭34法省通産令1・全改、令2法省経産令1・一部改正） 申出書 年月日 都道府県知事殿 申出人の住所 氏名または名称 水洗炭業に関する法律第24条第1項 第29条第2項 の規定により下記のとおり権利の申出をいたします。 記 1申立に係る水洗炭業者の事業を行う場所 2賠償義務者の登録番号および氏名または名称 3損害の事実ならびにその発生の場所および時期 4要求しようとする賠償額およびその内訳 5その他参考となる事項  
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様
式
第
３

様式第3（昭34法省通産令1・全改、令2法省経産令1・一部改正） 通知書 年月日 都道府県知事殿 債権者の住所 氏名または名称 下記のとおり供託金の払渡を受けたから水洗炭業者保証金規則第16条第1項の規定により通知します。 記 1払渡を受けた金額 2払渡を受けた年月日 3債権額 4債権発生の原因たる事実 5供託年月日 6供託番号 7供託金額 8供託者の住所氏名または名称 9供託所の表示 ………………………………………………………… 上記のとおり、供託金の払渡があつたためあなたの保証金に金円の不足を生じたから、この通知書を受けとつた日から14日以内に上記に表示された供託所に不足額を供託されたい。 年月日 住所 何某殿 都道府県知事印  
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